
2019年に施行された中小企業強靭化法は、中小企業の災害対応力を高める事を目的に施行されました。
BCP（事業継続計画）を中小企業が策定しやすく簡易化した、「事業継続力強化計画」を国が認定し、認定された
事業者は各種支援を受ける事ができます。

本セミナーでは、「事業継続力強化計画認定制度」の内容を分かりやすく解説し、
その後の認定取得までサポートします。
「災害は忘れた頃にやってくる」。万一被災した場合でも事業を継続できる様、今から備えましょう。

ZOOMによるリモートセミナーでお気軽に受講できます

宇部市・あいおいニッセイ同和損保 包括連携協定 企画

事業継続力強化計画策定・認定の4つのメリット

11月15日( 火 ) 14:00-15:15

ZOOMによるオンライン開催（参加無料）

「事業継続力強化計画」の概要とメリット

三井住友海上あいおい生命保険株式会社
営業教育企画部 部長 倉田 宏治
＊「事業継続力強化計画認定」のスペシャリストとして、延べ500社の認定取得に
たずさわった経験、ノウハウをお伝えします。

・「中小企業強靭化法」および「事業継続力強化計画認定制度」の概要
→現状と本計画書策定の必要性

・「事業継続力強化計画認定制度」認定申請書作成のポイント（事前対策の考え方）

2022年

主催 セミナー開催・認定取得支援

本セミナーの特長

認定取得まで丁寧にサポートします。特長１

特長２

お申込みは、裏面をご参照下さい。

自然災害や感染症、サイバー攻撃等からあなたの会社を守れますか？

防災・減災設備
に関する優遇税制

信用保証枠の拡大
・日本政策金融公
庫による低利融資

ものづくり補助金
等の優先選択
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11/15 『事業継続力強化計画認定制度』セミナー
セミナー参加申込書・お申込み方法と受講までの流れ

宇部市・あいおいニッセイ同和損保
包括連携協定 企画

①下記URL又はQRコードでWebサイトへアクセスし、必要事項を
入力してお申込みください。
URL：https://adclub.jp/?p=108343
＊申込みにはe-mailメールアドレスが必要です。

②申込後、直ぐに当日参加用のURLが記載されたメールが届いたら参加申し込み完了です。
＊申込後、1日以内に②のメールが届かない場合は、再度お申込みいただくか、下記問合せ先まで
ご連絡ください。

③開催日前日までにセミナー受講用のIDとパスワードをメール送信します。
＊前日までにメールが届かない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

□お申込み方法は、Web申込みにてお願いします。
・ご参加は、ZOOMによるWeb視聴となります。

□ご参加の流れ
①Web視聴でのご参加の場合
・開催前日： 参加用ＩＤ／パスワードをご案内いたします。
・開催当日： 開始時間１０分前までに、ログインしてください。

②セミナー終了後、アンケートをご案内しますので、ご協力をお願いします。
＊申し込みやアンケートでお答えいただいた内容は、本事業以外の目的で使用することはありません。

ご注意
事項

申込み
QRコード

□申込締切日
11月4日（金）

□問い合わせ先
あいおいニッセイ同和損保 山口支店 大國・小林・山根
℡： 083－974-1640

・セミナー当日はパソコン・タブレットなどインターネット接続可能な端末をご用意ください。（通信料は受講者負担と
なります）
・セミナーは「ZOOM」を利用して開催します。
・セミナーの録画・録音・撮影および二次利用は不可となります。
・ライブ配信となりますので、映像・音声が乱れる場合があります。あらかじめご了承ください。
・画面・音声が止まってしまうなどの不具合が生じた場合は、一度「退出」されてから、再度ＵＲＬから参加を
試してください。

https://adclub.jp/?p=108343

